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幼稚園

中学校
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特別支援学校 中等教育学校 51校

小学校 20,852校

幼稚園 12,905校

中学校 10,557校

高校 4,963校

特別支援学校 1,096校

S60年15,220校

S63年5,512校

（国公私立の合計数）

文部科学省「学校基本統計（平成26年度）」

中等教育学校

26年度

S32年26,988校

S29年13,773校

＊特別支援学校：平成18年以前は盲学校、聾学校、養護学校の合計
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学 校 数 【 推 移 】
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万人

小学校

中学校

特別支援学校 13.6万人

S33年1349万人

H元年564万人

高校 幼稚園

特別支援学校

幼稚園155.7万人

高校 333.4万人

小学校660.0万人

S37年733万人

Ｓ53年250万人

（国公私立の合計数）

＊特別支援学校：平成18年以前は盲学校、聾学校、養護学校の合計

中学校350.4万人

26
年度

文部科学省「学校基本統計（平成26年度）」
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児 童 生 徒 数 【 推 移 】
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中学校

S57年47.5万人

高校

幼稚園

特別支援学校

S62年29.2万人

H3年28.6万人

H19年11.1万人

中学校 25.4万人

高校 23.5万人

幼稚園 11.1万人

小学校 41.6万人

特別支援学校 7.9万人

（国公私立の合計数）

＊特別支援学校：平成18年以前は盲学校、聾学校、養護学校の合計

文部科学省「学校基本統計（平成26年度）」

26 
年度

47

教 員 数 【 推 移 】

（平成２６年５月１日現在）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師（非常勤講師を除く。）、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数である。
※高等学校は、全日制課程、定時制課程及び通信制課程の合計数である。

出典：平成25年度学校基本調査

総数 国立 公立 私立

昨年度
参考

昨年度
参考

昨年度
参考

昨年度
参考

幼稚園 111,059 111,111 344 360 23,360 23,793 87,355 86,958 

(0.3%) (0.3%) (21.0%) (21.4%) (78.7%) (78.3%)

小学校 416,475 417,553 1,833 1,843 409,753 410,928 4,889 4,782 

(0.4%) (0.4%) (98.4%) (98.4%) (1.2%) (1.2%)

中学校 253,832 254,235 1,628 1,629 237,082 237,568 15,122 15,038 

(0.6%) (0.6%) (93.4%) (93.5%) (6.0%) (5.9%)

高等学校 235,306 235,062 575 575 174,363 174,716 60,368 59,771 

(0.2%) (0.2%) (74.1%) (74.3%) (25.7%) (25.4%)

中等教育学校 2,432 2,369 214 203 1,520 1,453 698 698 

(8.8%) (8.6%) (62.5%) (61.3%) (28.7%) (30.1%)

特別支援学校 79,280 77,663 1,502 1,506 77,479 77,479 299 292 

(1.9%) (1.9%) (97.7%) (97.7%) (0.4%) (0.4%)

合計 1,098,384 1,097,993 6,096 6,116 923,557 924,323 168,731 167,554 

学校種別教員数
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【小学校】 346,766人 44.0歳
【中学校】 201,223人 44.1歳

【高校】 154,326人 45.8歳
【合計】 702,315人 44.4歳

※平成25年5月1日現在で在職する正規教員の数（校長，副校長，教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭，講師（非常勤講師を除く。））
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21歳(平成64年度退職）
22歳(平成63年度退職）
23歳(平成62年度退職）
24歳(平成61年度退職）
25歳(平成60年度退職）
26歳(平成59年度退職）
27歳(平成58年度退職）
28歳(平成57年度退職）
29歳(平成56年度退職）
30歳(平成55年度退職）
31歳(平成54年度退職）
32歳(平成53年度退職）
33歳(平成52年度退職）
34歳(平成51年度退職）
35歳(平成50年度退職）
36歳(平成49年度退職）
37歳(平成48年度退職）
38歳(平成47年度退職）
39歳(平成46年度退職）
40歳(平成45年度退職）
41歳(平成44年度退職）
42歳(平成43年度退職）
43歳(平成42年度退職）
44歳(平成41年度退職）
45歳(平成40年度退職）
46歳(平成39年度退職）
47歳(平成38年度退職）
48歳(平成37年度退職）
49歳(平成36年度退職）
50歳(平成35年度退職）
51歳(平成34年度退職）
52歳(平成33年度退職）
53歳(平成32年度退職）
54歳(平成31年度退職）
55歳(平成30年度退職）
56歳(平成29年度退職）
57歳(平成28年度退職）
58歳(平成27年度退職）
59歳(平成26年度退職）
60歳(平成25年度退職）

61歳以上

教員数

小学校

中学校

高校

出典：文部科学省調査

50歳以上
28.3万人
（40.3%）

40～49歳
18.5万人
（26.4%）

30～39歳
15.0万人
（21.4%）

20～29歳
8.4万人
（12.0%）

公立学校年齢別教員数 （平成26年3月31日現在）
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教員の経験年数の推移

【小学校】
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出典：文部科学省 学校教員統計調査（平成元年度／平成１３年度／平成２５年度）
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【小学校】
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出典：文部科学省学校教員統計調査
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学 部

大学院（修士課程）

大学数
入 学 定 員

合 計
教員養成課程 新課程

４４
(うち単科大学11)

１０，９７１ ３，４１９ １４，３９０

注）新課程：教員就職率の低下に伴い，昭和６２年度から教員
養成課程の一部を，教員以外の職業分野の人材や高い教養
と柔軟な思考力を身につけた人材を養成することを目的とした
課程として改組したもの。

大学数 研究科数 専攻数 入学定員

４３ ４３ １４２ ３，１６０

教職大学院（専門職学位課程）

１．課程認定数

２．国立教員養成系大学・学部の現状（平成２７年度）

大学 短期大学 大学院

国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

大学等数 82 84 586 752 - 18 335 353 86 76 460 622 

課程認定を有
する大学等数

77 58 472 607 - 9 237 246 80 39 309 428 

割合 93.9% 69.0% 80.5% 80.7% -% 50.0% 70.7% 69.7% 93.0% 51.3% 67.2% 68.8%

（平成26年5月1日現在）

52

区分 設置大学数 入学定員

国立 ２１ ７１８

私立 ６ １７０

合計 ２７ ８８８

大学における教員養成の現状



（文部科学省教職員課調べ）
教員分野に係る大学等の設置
又は収容定員増に関する
抑制方針の撤廃
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国立の教員養成系学部入学定員の推移
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大学名
入学定員

大学名
入学定員

教員養成課程 新課程 計 教員養成課程 新課程 計

北 海 道 教 育 ７２０ ４６５ １，１８５ 京 都 教 育 ３００ ０ ３００

弘 前 １７０ ７０ ２４０ 大 阪 教 育 ５２５ ４０５ ９３０

岩 手 １６０ ９０ ２５０ 兵 庫 教 育 １６０ ０ １６０

宮 城 教 育 ３４５ ０ ３４５ 奈 良 教 育 ２５５ ０ ２５５

秋 田 １１０ １００ ２１０ 和 歌 山 １４５ ２０ １６５

茨 城 ２５０ １００ ３５０ 島 根 １７０ ０ １７０

宇 都 宮 １５０ ６０ ２１０ 岡 山 ２８０ ０ ２８０

群 馬 ２２０ ０ ２２０ 広 島 １８０ ３１５ ４９５

埼 玉 ４３０ ０ ４３０ 山 口 １８０ ０ １８０

千 葉 ４２０ ３５ ４５５ 鳴 門 教 育 １００ ０ １００

東 京 学 芸 ８２５ １８５ １，０１０ 香 川 １６０ ４０ ２００

横 浜 国 立 ２３０ １５０ ３８０ 愛 媛 １２０ １００ ２２０

新 潟 ２２０ １５０ ３７０ 高 知 １３０ ０ １３０

上 越 教 育 １６０ ０ １６０ 福 岡 教 育 ５２８ １０２ ６３０

金 沢 １００ ０ １００ 佐 賀 ９０ １５０ ２４０

福 井 １００ ６０ １６０ 長 崎 ２４０ ０ ２４０

山 梨 １２５ ２０ １４５ 熊 本 ２３０ ６０ ２９０

信 州 ２４０ ４０ ２８０ 大 分 １００ １４５ ２４５

岐 阜 ２５０ ０ ２５０ 宮 崎 １５０ ８０ ２３０

静 岡 ３００ １００ ４００ 鹿 児 島 ２４０ ３５ ２７５

愛 知 教 育 ６４３ ２３２ ８７５ 琉 球 １００ ９０ １９０

三 重 １８０ ２０ ２００

滋 賀 ２４０ ０ ２４０ 合 計 １０，９７１ ３，４１９ １４，３９０

(大学別)国立の教員養成系学部の入学定員(平成27年度)
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小学校教諭免許状取得者数：２万１，６１８人

大学院
（６．０％）

学部
（９０．９％）

短期大学
（３．１％）

国立
教員養成系

（５．０％）

国立教員養成系
（４１．２％）

公私立大
（４８．３％）

国立一般系（０．３％）

公私立大 （０．７％）

中学校教諭免許状取得者数：４万７，４６５人

大学院
（９．１％）

学部
（８９．２％）

短期大学
（１．７％）

国立教員養成系
（２２．２％）

公私立大
（６０．６％）

国立一般系
（６．４％）

公私立大
（３．４％）

国立
一般系
（１．８％）

国立
教員養成系

（３．９％）

高等学校教諭免許状取得者数：５万９，６４９人

大学院
（９．３％）

学部
（９０．７％）

国立教員養成系
（１６．４％）

公私立大
（６３．９％）

国立一般系
（１０．３％）

公私立大
（３．５％）

国立
一般系
（２．５％）

国立
教員養成系

（３．４％）

（教職員課調べ）※ 大学、大学院及び短期大学において、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を取得した新規学卒者の数

養成機関別新規学卒者免許状取得者数①

国立
一般系
（１．４％）

※平成２６年３月（平成２５年度）卒業者の免許状取得状況
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特別支援学校教諭免許状取得者数：３，９２４人

大学院
（６．９％）

学部
（９２．３％）

短期大学
（０．８％）

国立
教員養成系
（5.9％）

国立教員養成系
（３９．９％）

公私立大
（５０．４％）

国立
一般系
（２．１％）

国立一般系（０．８％）

公私立大 （０．１％）

養護教諭免許状取得者数：３，１６９人

大学院
（１．９％）

学部
（７６．３％） 短期大学

（２１．８％）

国立教員養成系
（１１．３％）

公私立大
（５９．９％）

国立一般系
（５．１％）

※平成２６年３月（平成２５年度）卒業者の免許状取得状況

（教職員課調べ）※ 大学、大学院及び短期大学において、幼稚園、特別支援学校の教諭又は養護教諭の普通免許状を取得した新規学卒者の数

幼稚園教諭免許状取得者数：４万２７３人

大学院
（0.5％）

学部
（３８．１％）

短期大学
（６１．４％）

公私立大
（３２．６％）

国立教員
養成系
（５．２％）

国立一般系
（０．３％）

国立一般系
（２．１％）

養成機関別新規学卒者免許状取得者数②
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出典：文部科学省初等中等教育局教職員課「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」

公立学校教員採用者数の推移

（人）
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公立学校教員採用選考試験の倍率の推移

出典：文部科学省初等中等教育局教職員課「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」

（倍）
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公立学校教員の学校種別採用者数の状況

平成２０年度～２５年度は、「公立学校教員採用選考試験の実施状況」（文部科学省調べ）
平成２６年度以降は、都道府県の積み上げによる見込み（初等中等教育局財務課調べ）
※養護教諭を除く。
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（注）
　1.「臨時的教員」には、産休代替教員及び育児休業代替教員を含まない。

　2.「非常勤講師等」は、非常勤講師のほか、育児短時間勤務代替職員を常勤１人当たり勤務時間で換算している。

　3. 平成２６年５月１日現在の数値である。

　4. 「正規教員」には、再任用教員（常勤・短時間）が含まれている。

　5. 表示の割合は、教員定数に対する正規教員、臨時的教員及び非常勤講師等の合計数の割合(赤字)と、教員定数に占める正規・臨時的教員の割合(黒字)である。
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教員は、教育職員免許法により授与される各相当の免許状を
有する者でなければならない（免許法第３条第１項）。

１．免許状主義と開放制の原則

免許状主義

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学とがそ
れぞれの特色を発揮しつつ行っている。

開放制の原則

① 普通免許状
（有効期間１０年）

② 特別免許状
（有効期間１０年）

③ 臨時免許状
（有効期限３年）

それぞれ学校種別 （ 中学校・高等学校については教科別 ） ※詳細は別紙

○ 授与権者：都道府県教育委員会

○ 免許状の有効範囲

・普通免許状 ： 全ての都道府県

・特別免許状 授与を受けた
都道府県内

・臨時免許状

専修免許状（修士課程修了程度）

一種免許状（大学卒業程度）

二種免許状（短大卒業程度）

２．免許状の種類

教員養成・免許制度について

63

① 「大学における養成」が基本。

② 現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験を積み、大学等で所要単位を修得した者に、上位免許状を授与する途を
開いている。

学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒教科に関する科目

教職に関する科目

普通免許状 Ｈ２５年度授与件数： ２１８，５４４件

（内訳） 専修免許状： １４，１０８件 一種免許状：１５２，９５３件 二種免許状： ４２，１１７件

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外的に
授与する「助教諭」の免許状

○ 授与要件

都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ迎え
入れるため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格により
授与する「教諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

○ 授与要件
① 担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること
② 社会的信望及び教員の職務を行うのに必要な熱意と識見

を有すること

特別免許状 臨時免許状Ｈ２５年度授与件数： ５９件

（平成元～Ｈ２５年度総授与件数：６０８件）

多様な専門的知識・経験を有する人を教科の学習に迎え入れ

ることにより、学校教育の多様化への対応や活性化を図ること

を目的とした制度。教員免許状を有しない非常勤講師が、教

科の領域の一部を担任することが可能（任命・雇用する者が、

あらかじめ都道府県教育委員会に届出をすることが必要）。

① 特別非常勤講師

中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程・後期課程、特別支援学校
の中学部・高等部において、相当の免許状を所有する者を教科担任とし
て採用することができない場合に、校内の他の教科の教員免許状を所有
する教諭等（講師は不可）が、１年に限り、免許外の教科の担任をするこ
とが可能

（校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得ることが

必要）。

②免許外教科担任制度

３．免許状主義の例外

Ｈ２５年度授与件数：９，４３２件
（前年度９，２１４件）

Ｈ２５年度届出件数：１９，５３９件
（前年度１９，４３５件）

Ｈ２５年度許可件数：１０，８０１件
（前年度１１，２９９件）
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幼稚園教諭免許状

小学校教諭免許状

中学校教諭免許状 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業
実習、外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。）、宗教

高等学校教諭免許状 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護
実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、
水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語（英語、ドイツ語、フ
ランス語その他の外国語に分ける。）、宗教、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デ
ザイン、情報処理、計算実務

特別支援学校教諭免許状 視覚、聴覚、知的障害、肢体不自由、病弱者

特別支援学校自立教科教諭免許
状

理療、理学療法、音楽、理容、特殊技芸（美術、工芸、被服）

特別支援学校自立活動教諭免許
状

視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育

養護教諭免許状

栄養教諭免許状

※ それぞれ専修免許状（修士課程修了程度）、一種免許状（大学卒業程度）、二種免許状（短大卒業程度）に分かれる

普通免許状の種類について （別紙）
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区 分 専修免許状 一種免許状 二種免許状 合 計

幼稚園 ２３４ １５，７７７ ２８，４２３ ４４，４３４

小学校 １，６８０ ２２，４５４ ４，１７３ ２８，３０７

中学校 ５，１６８ ４５，４７８ ２，２２７ ５２，８７３

高等学校 ６，６２５ ６０，４８４ ６７，１０９

特別支援学校 ２６３ ４，３７２ ４，８４２ ９，４７７

養護教諭 １１９ ２，９５３ １，６２３ ４，６９５

栄養教諭 １９ １，３７７ ８２５ ２，２２１

特別支援学校自立教科等 ５８ ４ ６２

合計 １４，１０８ １５２，９５３ ４２，１１７ ２０８，２３７

注：特別免許状及び臨時免許状は除く。 （教職員課調べ）

（平成２５年度）

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

教員免許状の授与件数
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幼稚園

小学校 中学校 高等学校

各教科 道徳
外国語
活動

総合的
な学習
の時間

特別
活動

免許状
に定め
られた
教科

道徳
総合的
な学習
の時間

特別
活動

免許状
に定め
られた
教科

総合的
な学習
の時間

特別
活動

幼稚園の
教員免許状

○ × × × × × × × × × × × ×

小学校の
教員免許状

× ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ×

中学校の
教員免許状

×
△

※１
×

△
※２

△
※１

× ○ ○ ○ ○ × × ×

高等学校の
教員免許状

×
△

※１
×

△
※２

△
※１

×
△

※３
×

△
※３

× ○ ○ ○

※１ 例えば、理科の教員免許状を所有する者は、小学校の理科の担任が可能。 また、総合的な学習の時間における理科に関連する事項の担任が可能。
※２ 英語の教員免許状を所有する者のみ、小学校の外国語活動の担任が可能。

※３ 高等学校の工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習、商船実習、柔道、剣道、情報技術、建築、
インテリア、デザイン、情報処理、計算実務の免許状を所有する者は、中学校において、所有免許状の教科に相当する教科の担任や、総合的な学習の時間における所有免許状の教科に関係する事
項の担任が可能。

中等教育学校
前期課程 後期課程

免許状に
定められた教

科
道徳

総合的な
学習の
時間

特別活動
免許状に

定められた教
科

総合的な
学習の
時間

特別活動

中学校の教員免許状
のみ所有

○ × × × × × ×

高等学校の教員免許状
のみ所有

△
※４

×
△

※４
× ○ × ×

中学校と高等学校の教員
免許状の両方を所有

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※４ 高等学校の工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習、商船実習、柔道、剣道、情報技術、建築、イ
ンテリア、デザイン、情報処理、計算実務の免許状を所有する者は、前期課程において、所有免許状の教科に相当する教科の担任や、総合的な学習の時間における所有免許状の教科に関係する事項の
担任が可能

【所有する免許状と担任できる教科等】
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学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒

学士
短期大学士

修士

① 教科に関する科目

② 教職に関する科目

③ 教科又は教職に関する科目

・ 教職の意義 ・ 教育の基礎理論
・ 教育課程及び指導法
・ 生徒指導、教育相談及び進路指導
・ 教育実習
・ 教職実践演習

一種免許状
二種免許状
専修免許状

※学校種毎に授与
（中学校、高等学校

の場合には教科種毎）

※単位数は１種免許状の場合

（小：４１、中：３１、高：２３単位以上）

（小：１０、中：８、高：１６単位以上）

（小：８、中・高：２０単位以上）

※ 上記①②から選択

○ 学位と教職課程における単位の修得等により教員免許状が授与される。
○ 教職課程は免許状の種類毎に、大学の学科等を文部科学大臣が認定。

（※ 幼稚園及び小学校の教職課程は「教員養成を主たる目的とする」学科等でなければならない。）

※左記に加え、小学校及び中学校の免許状
の授与には、７日間の介護等体験が必要。

【教育実習】

教育実習は、学校現場での教育実践を通じて、学生自らが教職への適性
や進路を考える貴重な機会であり、教員免許状の取得には大学において
教育実習の科目を修得することが必要となっている。

免許状の種類 教育実習の必要単位 教育実習期間
幼稚園、小学校、中学校
教諭免許状

５単位（事前事後指導１単位含む） ４週間程度

高等学校教諭免許状 ３単位（事前事後指導１単位含む） ２週間程度

■教育実習の充実に関するこれまでの改正経緯
昭和２９年 幼小：４単位、中高：２単位
平成元年 幼小：５単位、中高：３単位
平成１０年 幼小中：５単位、高３単位

【教職実践演習】（平成２２年度に導入）

大学における教職課程の中で、学生がこれまで学修した授業科目や
様々な活動が、教員としての最小限必要な資質能力として有機的に統合
され、形成されたかについて確認するための授業科目。

必要単位数は２単位（主に４年次後期での開講を想定）。

（授業方法）

講義だけでなく、例えば教室での役割演技（ロールプレーイング）やグループ討
論、実技指導のほか、学校や教育委員会等との協力により、実務実習や事例研
究、現地調査（フィールドワーク）、模擬授業等を取り入れることが期待されてい
る。

※教育実習を長期化する際の留意点
①他の分野の履修機会を狭める（特に中高課程においては専門分野を学ぶ時間も多く必要）。
②就職活動に影響を及ぼし、進路選択の機会を狭める可能性がある。

④ その他必修科目（それぞれ２単位）

日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作

大学における教員養成の仕組み
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第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

免許状の種類
基礎資格

教科に関

する科目

教職に関
する科目

教科又は教職

に関する科目

特別支援教育

に関する科目

幼稚園

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ６ ３５ ３４

一種免許状 学士の学位を有すること。 ６ ３５ １０

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ２７

小学校

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８ ４１ ３４

一種免許状 学士の学位を有すること。 ８ ４１ １０

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ３１ ２

中学校

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ３１ ３２

一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ３１ ８

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 １０ ２１ ４

高等学

校教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ２３ ４０

一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ２３ １６

特別支

援学校

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。 ５０

一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。 ２６

二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す
ること。 １６

注１：その他の科目として、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位、情報機器の操作２単位の修得が必要になる。
また、小学校及び中学校の免許状取得のためには、介護等体験が必要となる。

注２：このほか、養護教諭及び栄養教諭の免許状がある。

教員免許状取得に必要な科目の単位数及び内訳
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【例１：幼稚園教諭一種免許状の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右の科目について、１以上の科目合計６単
位上修得

・国語 ・算数 ・生活

・音楽 ・図画工作 ・体育

○教職に関する科目

右記の科目について３５単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ………１８単位

（教育課程の意義及び編成の方法、保育内容の指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ２単位

（幼児理解の理論及び方法・教育相談（カウンセリングを含む））

・教育実習 ……… ５単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について１０単位以上修得

○その他の科目

右の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

免許状の授与に必要な単位の例
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【例２：小学校教諭一種免許状の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右の科目について、１以上の科目合計８単
位上修得

・国語（書写を含む） ・社会 ・算数 ・理科

・生活 ・音楽 ・図画工作 ・家庭 ・体育

○教職に関する科目

右記の科目について４１単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ………２２単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法（国語・社会・算数・理科・

生活・音楽・図画工作・家庭・体育についてそれぞれ２単位以上）、道徳の指

導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習 ……… ５単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について１０単位以上修得

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○介護等体験 小学校又は中学校の免許状を取得するためには、社会福祉施設等における７日間以上の介護
等の体験が必要
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【例３：中学校教諭一種免許状（理科）の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右記の科目についてそれぞれ１単位以上合
計２０単位上修得

・物理学 ・物理学実験（コンピュータ活用を含む。）

・化学 ・化学実験（コンピュータ活用を含む。）

・生物学 ・生物学実験（コンピュータ活用を含む。）

・地学 ・地学実験（コンピュータ活用を含む。）

○教職に関する科目

右記の科目について合計３１単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ………１２単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、道徳の指導法、特別活動の

指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習 ……… ５単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について８単位以上修得

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○介護等体験 小学校又は中学校の免許状を取得するためには、社会福祉施設等における７日間以上の介護
等の体験が必要 72



【例４：高等学校教諭一種免許状（理科）の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右記の科目について、１以上合計２０単位
上修得

・物理学 ・化学

・生物学 ・地学

・「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）、化学実験（コンピュータ活用
を含む。）、生物学実験（コンピュータ活用を含む。）、地学実験（コン
ピュータ活用を含む。）」

○教職に関する科目

右記の科目について合計２３単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ……… ６単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、特別活動の指導法、教育の

方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習 ……… ３単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について１６単位以上修得

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作
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取得しようとする免許状 基礎となる免許状

基礎となる免許状を取得した後、教諭、主
幹教諭、指導教諭、講師、助教諭として良
好な成績で勤務した年数（実務証明責任
者による証明が必要。）

基礎となる免許状を取得した後、大学にお
いて修得することを必要とする最低単位数

幼稚園教諭

一種免許状 二種免許状 ５

４５
（教科に関する科目４、教職に関する科目20、教科
又は教職に関する科目６、その他都道府県教育委

員会が定める科目１５）

二種免許状 臨時免許状 ６
４５

（教科に関する科目５、教職に関する科目３０、その
他都道府県教育委員会が定める科目１０）

【上進（より上位の免許状の取得）の場合】←現職教員の現職教育の尊重

取得しようとする免
許状

有することを必要と
する学校の免許状

基礎となる免許状を取得した後、教諭、主幹教諭、
指導教諭、講師として良好な成績で勤務した年数
（実務証明責任者による証明が必要。）

基礎となる免許状を取得した後、大学にお
いて修得することを必要とする最低単位数

幼稚園教諭二種免
許状

小学校教諭普通免
許状

３
６

（教職に関する科目のみ（指導法中心））

小学校教諭二種免
許状

幼稚園教諭普通免
許状

３
１３

（教職に関する科目のみ（指導法中心））

中学校教諭普通免
許状

３
１２

（教職に関する科目のみ（指導法中心））

【隣接校種免許状取得の場合】←現職教員の隣接校種免許状の取得促進

※教育職員免許法別表第三（抜粋）
※別途、大学に３年以上＋93単位以上の修得で25単位までの軽減措置あり

※教育職員免許法別表第八（抜粋）

教育職員検定における在職年数の例
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取得しようとする免許状 基礎資格

基礎資格を取得した後、学校栄
養職員として良好な成績で勤務し
た年数（実務証明責任者による証
明が必要。）

基礎となる免許状を取得した後、大
学において修得することを必要とする
最低単位数

栄養教諭

一種免許状

・管理栄養士の免許を受けてい
ること

・管理栄養士施設の課程を修了
し、かつ、栄養士の免許を受け
ていること

３
１０

（栄養に係る教育に関する科目2単位、教職
に関する科目８単位）

二種免許状 ・栄養士の免許を受けていること ３
８

（栄養に係る教育に関する科目2単位、教職
に関する科目６単位）

【学校栄養職員の栄養教諭免許状取の特例の場合】←学校栄養職員の栄養教諭取得促進

※教育職員免許法附則第18項
※基礎資格について、原則は、上記要件に加え、一種免許状の場合は学士の学位が、二種免許状の場合は短期大学士の学位が必要。
※最低修得単位数について、原則は、一種免許状の場合は22単位、二種免許状の場合は14単位の修得が必要。

（参考）栄養士及び管理栄養士資格について

栄養士：栄養士養成施設において２年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者
管理栄養士：管理栄養士国家試験に合格した者

※管理栄養士試験の受験資格（栄養士法第５条の３）

一 修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において三年以上栄養の指導に従事した者

二 修業年限が三年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者

三 修業年限が四年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者

四 修業年限が四年である養成施設であつて、学校（学校教育法第一条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第百二十四条の専修学校及び同

法第百三十四条の各種学校をいう。以下この号において同じ。）であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大

臣が、政令で定める基準により指定したもの（以下「管理栄養士養成施設」という。）を卒業した者
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【職業実習に係る免許状の上進の場合】←基礎資格によって在職年数等に差をつけている例

取得しようとする免許状 基礎資格

基礎となる免許状を取得し
た後、大学において修得す
ることを必要とする最低単
位数

中学校において
職業実習を担任
する教諭

専修免許状
一種免許状を取得した後、３年以上中学校において職業実
習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証
明責任者の証明を有すること

15

一種免許状
二種免許状を取得した後、３年以上中学校において職業実
習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証
明責任者の証明を有すること

15

二種免許状

イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士
の学位を有し、１年以上その学科に関する実地の経験を有
し、技術優秀と認められること

ロ 大学に２年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻し
て、３年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優
秀と認められること

ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取
得した後、６年以上中学校において職業実習を担任する
教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の
証明を有すること

※教育職員免許法別表第五

76



教諭の他校種免許状の所有状況

幼稚園教諭 小学校教諭 中学校教諭 高等学校教諭

小学校免許 9.0％ 幼稚園免許 23.8％ 幼稚園免許 1.7％ 幼稚園免許 0.3％

中学校免許 1.1％ 中学校免許 61.5％ 小学校免許 27.3％ 小学校免許 5.4％

高等学校免許 0.9％ 高等学校免許 46.2％ 高等学校免許 78.9％ 中学校免許 58.2％

出典：文部科学省平成25年度学校教員統計調査
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出典：文部科学省「平成25年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について」

教科等の担任制の実施状況(小学校)(平成25年度)

注 ここでの教科担任制とは，上記の教科等について，年間を通じて教科等担任制を実施するものをいう。
（教員の得意分野を生かして実施するもの，中・高等学校の教員が兼務して実施するもの，非常勤講師が実施するものなどを含む。）

教科
学年

国語 社会 算数 理科 生活 音楽
図画
工作

家庭 体育
外国語
活動

第１学年 0.5% 0.6% 0.5% 9.2% 3.5% 3.4%

第２学年 1.3% 1.0% 0.9% 15.9% 7.1% 4.4%

第３学年 2.5% 3.6% 2.2% 15.9% 34.9% 13.9% 5.0%

第４学年 2.9% 5.0% 2.5% 24.3% 43.0% 17.3% 5.8%

第５学年 3.7% 11.4% 4.2% 37.3% 49.2% 18.6% 27.8% 8.1% 5.8%

第６学年 3.8% 12.4% 4.1% 40.2% 51.1% 19.1% 29.6% 8.6% 6.2%
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平成

元～19
年度

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

25年度
計

（Ｈ元～Ｈ25
の計）

小学校
公立 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

私立 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２

中学校

公立 ６ ５ ４ ０ ２ ０ ０ １７

私立 １８ ２ ７ ０ １ １ ５
英語（3件）

理科（2件）
３４

高等学校

公立 １１３ １９ ２８ ２５ １６ ２７ ３７

看護（19件）

理科（5件）

工業（9件）

家庭、商業、外国語
（ロシア語） 、水産
各1件）

２６５

私立 ９９ １４ １２ ９ １４ １５ １１

看護（5件）

英語（3件）

理科（2件）

公民（1件）

１７４

特別支援学校
公立 ５２ １６ １６ １１ ６ ９ ６

自立活動（6件）
１１６

私立 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ２９０ ５６ ６７ ４５ ３９ ５２ ５９ ６０８

特別免許状の授与件数の推移

出典：文部科学省調査 79
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（教職員課調べ）

①幼稚園教諭

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２５年度教員免許状授与件数
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（教職員課調べ）※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

平成２５度教員免許状授与件数（幼稚園教諭）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 5 (0.4%) 280 (22.5%) 959 (77.1%) 1,244 25 滋賀県 1 (0.4%) 65 (28.1%) 165 (71.4%) 231

2 青森県 0 (0.0%) 81 (16.9%) 397 (83.1%) 478 26 京都府 9 (0.6%) 740 (46.9%) 829 (52.5%) 1,578

3 岩手県 4 (1.0%) 134 (33.1%) 267 (65.9%) 405 27 大阪府 17 (0.6%) 788 (27.1%) 2,104 (72.3%) 2,909

4 宮城県 4 (0.6%) 451 (69.0%) 199 (30.4%) 654 28 兵庫県 27 (0.6%) 1,539 (31.7%) 3,292 (67.8%) 4,858

5 秋田県 0 (0.0%) 19 (9.3%) 185 (90.7%) 204 29 奈良県 4 (0.7%) 284 (50.4%) 276 (48.9%) 564

6 山形県 1 (0.4%) 58 (24.3%) 180 (75.3%) 239 30 和歌山県 1 (0.8%) 18 (14.0%) 110 (85.3%) 129

7 福島県 2 (0.5%) 28 (6.7%) 389 (92.8%) 419 31 鳥取県 0 (0.0%) 21 (14.1%) 128 (85.9%) 149

8 茨城県 4 (0.7%) 200 (36.4%) 346 (62.9%) 550 32 島根県 1 (1.1%) 22 (25.3%) 64 (73.6%) 87

9 栃木県 1 (0.2%) 124 (25.9%) 353 (73.8%) 478 33 岡山県 5 (0.4%) 485 (42.4%) 653 (57.1%) 1,143

10 群馬県 4 (0.5%) 206 (27.5%) 538 (71.9%) 748 34 広島県 10 (1.0%) 542 (55.8%) 420 (43.2%) 972

11 埼玉県 4 (0.2%) 876 (46.4%) 1,006 (53.3%) 1,886 35 山口県 2 (0.4%) 160 (35.0%) 295 (64.6%) 457

12 千葉県 8 (0.5%) 645 (36.6%) 1,107 (62.9%) 1,760 36 徳島県 17 (6.0%) 173 (61.3%) 92 (32.6%) 282

13 東京都 33 (0.6%) 2,868 (51.7%) 2,648 (47.7%) 5,549 37 香川県 2 (0.8%) 91 (36.7%) 155 (62.5%) 248

14 神奈川県 5 (0.2%) 717 (30.1%) 1,660 (69.7%) 2,382 38 愛媛県 1 (0.3%) 52 (16.5%) 262 (83.2%) 315

15 新潟県 16 (4.3%) 128 (34.0%) 232 (61.7%) 376 39 高知県 0 (0.0%) 22 (20.8%) 84 (79.2%) 106

16 富山県 1 (0.3%) 103 (34.6%) 194 (65.1%) 298 40 福岡県 2 (0.1%) 725 (18.7%) 3,146 (81.2%) 3,873

17 石川県 4 (1.4%) 130 (44.5%) 158 (54.1%) 292 41 佐賀県 0 (0.0%) 96 (30.1%) 223 (69.9%) 319

18 福井県 3 (1.6%) 62 (33.0%) 123 (65.4%) 188 42 長崎県 4 (1.0%) 190 (48.8%) 195 (50.1%) 389

19 山梨県 2 (0.7%) 74 (24.7%) 224 (74.7%) 300 43 熊本県 3 (0.8%) 177 (44.6%) 217 (54.7%) 397

20 長野県 2 (0.4%) 60 (11.4%) 463 (88.2%) 525 44 大分県 0 (0.0%) 36 (12.0%) 264 (88.0%) 300

21 岐阜県 5 (0.7%) 260 (38.0%) 420 (61.3%) 685 45 宮崎県 5 (1.6%) 86 (28.0%) 216 (70.4%) 307

22 静岡県 2 (0.3%) 236 (31.9%) 502 (67.8%) 740 46 鹿児島県 1 (0.2%) 211 (35.1%) 389 (64.7%) 601

23 愛知県 9 (0.3%) 1,357 (42.6%) 1,817 (57.1%) 3,183 47 沖縄県 1 (0.3%) 41 (12.5%) 285 (87.2%) 327

24 三重県 2 (0.6%) 116 (37.4%) 192 (61.9%) 310 234 (0.5%) 15,777 (35.5%) 28,423 (64.0%) 44,434

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種
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（教職員課調べ）

②小学校教諭

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状

二種免許状

平成２５年度教員免許状授与件数

3,500

4,000
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（教職員課調べ）※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

平成２５年度教員免許状授与件数（小学校教諭）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 70 (6.6%) 781 (73.5%) 211 (19.9%) 1,062 25 滋賀県 19 (6.3%) 228 (76.0%) 53 (17.7%) 300

2 青森県 6 (3.6%) 158 (93.5%) 5 (3.0%) 169 26 京都府 74 (4.4%) 1,299 (76.6%) 323 (19.0%) 1,696

3 岩手県 13 (4.8%) 249 (92.6%) 7 (2.6%) 269 27 大阪府 68 (4.1%) 1,349 (80.6%) 256 (15.3%) 1,673

4 宮城県 37 (6.8%) 433 (79.6%) 74 (13.6%) 544 28 兵庫県 89 (6.0%) 1,298 (88.0%) 88 (6.0%) 1,475

5 秋田県 15 (11.6%) 99 (76.7%) 15 (11.6%) 129 29 奈良県 41 (7.0%) 492 (83.5%) 56 (9.5%) 589

6 山形県 12 (10.5%) 82 (71.9%) 20 (17.5%) 114 30 和歌山県 15 (10.1%) 105 (70.9%) 28 (18.9%) 148

7 福島県 10 (6.4%) 119 (76.3%) 27 (17.3%) 156 31 鳥取県 10 (21.7%) 30 (65.2%) 6 (13.0%) 46

8 茨城県 20 (4.2%) 316 (66.5%) 139 (29.3%) 475 32 島根県 17 (12.6%) 105 (77.8%) 13 (9.6%) 135

9 栃木県 18 (4.7%) 305 (78.8%) 64 (16.5%) 387 33 岡山県 31 (5.5%) 501 (88.5%) 34 (6.0%) 566

10 群馬県 32 (5.4%) 440 (74.3%) 120 (20.3%) 592 34 広島県 27 (4.1%) 593 (89.6%) 42 (6.3%) 662

11 埼玉県 50 (3.6%) 1,123 (81.4%) 206 (14.9%) 1,379 35 山口県 9 (2.9%) 244 (79.7%) 53 (17.3%) 306

12 千葉県 38 (3.1%) 807 (66.1%) 375 (30.7%) 1,220 36 徳島県 105 (30.3%) 217 (62.7%) 24 (6.9%) 346

13 東京都 153 (4.2%) 3,116 (86.5%) 334 (9.3%) 3,603 37 香川県 12 (5.8%) 158 (76.0%) 38 (18.3%) 208

14 神奈川県 39 (3.1%) 893 (70.9%) 328 (26.0%) 1,260 38 愛媛県 13 (7.4%) 143 (81.3%) 20 (11.4%) 176

15 新潟県 168 (30.2%) 358 (64.3%) 31 (5.6%) 557 39 高知県 2 (1.7%) 114 (95.8%) 3 (2.5%) 119

16 富山県 8 (5.2%) 125 (80.6%) 22 (14.2%) 155 40 福岡県 22 (2.7%) 710 (85.9%) 95 (11.5%) 827

17 石川県 16 (8.2%) 162 (83.1%) 17 (8.7%) 195 41 佐賀県 15 (6.7%) 176 (78.9%) 32 (14.3%) 223

18 福井県 39 (20.6%) 122 (64.6%) 28 (14.8%) 189 42 長崎県 15 (7.0%) 197 (91.6%) 3 (1.4%) 215

19 山梨県 24 (5.6%) 349 (80.8%) 59 (13.7%) 432 43 熊本県 20 (7.6%) 208 (79.4%) 34 (13.0%) 262

20 長野県 25 (7.9%) 233 (74.0%) 57 (18.1%) 315 44 大分県 11 (7.0%) 110 (70.1%) 36 (22.9%) 157

21 岐阜県 57 (6.5%) 742 (84.9%) 75 (8.6%) 874 45 宮崎県 25 (11.5%) 152 (70.0%) 40 (18.4%) 217

22 静岡県 49 (6.8%) 492 (68.7%) 175 (24.4%) 716 46 鹿児島県 14 (3.5%) 343 (85.3%) 45 (11.2%) 402

23 愛知県 104 (5.3%) 1,568 (80.1%) 286 (14.6%) 1,958 47 沖縄県 7 (2.1%) 259 (76.2%) 74 (21.8%) 340

24 三重県 16 (3.4%) 351 (74.8%) 102 (21.7%) 469 1,680 (5.9%) 22,454 (79.3%) 4,173 (14.7%) 28,307合計

都道府県 専修 一種 二種都道府県 専修 一種 二種
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（教職員課調べ）

14,000

13,000

③中学校教諭

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

12,000

平成２５年度教員免許状授与件数
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（教職員課調べ）※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

平成２５年度教員免許状授与件数（中学校教諭）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 156 (9.0%) 1,378 (79.7%) 195 (11.3%) 1,729 25 滋賀県 57 (7.9%) 649 (90.3%) 13 (1.8%) 719

2 青森県 32 (10.0%) 278 (87.1%) 9 (2.8%) 319 26 京都府 313 (10.1%) 2,758 (88.6%) 43 (1.4%) 3,114

3 岩手県 18 (4.9%) 296 (80.9%) 52 (14.2%) 366 27 大阪府 315 (8.4%) 3,290 (87.9%) 140 (3.7%) 3,745

4 宮城県 87 (8.8%) 891 (89.7%) 15 (1.5%) 993 28 兵庫県 166 (9.3%) 1,517 (84.7%) 109 (6.1%) 1,792

5 秋田県 23 (15.4%) 122 (81.9%) 4 (2.7%) 149 29 奈良県 88 (11.2%) 671 (85.7%) 24 (3.1%) 783

6 山形県 26 (10.3%) 176 (69.8%) 50 (19.8%) 252 30 和歌山県 29 (12.0%) 195 (80.9%) 17 (7.1%) 241

7 福島県 31 (9.2%) 288 (85.7%) 17 (5.1%) 336 31 鳥取県 12 (20.0%) 41 (68.3%) 7 (11.7%) 60

8 茨城県 212 (20.3%) 786 (75.4%) 45 (4.3%) 1,043 32 島根県 32 (11.6%) 227 (82.5%) 16 (5.8%) 275

9 栃木県 35 (7.5%) 381 (81.4%) 52 (11.1%) 468 33 岡山県 81 (8.6%) 850 (90.0%) 13 (1.4%) 944

10 群馬県 51 (8.6%) 506 (84.9%) 39 (6.5%) 596 34 広島県 178 (16.8%) 854 (80.7%) 26 (2.5%) 1,058

11 埼玉県 145 (6.1%) 2,078 (87.7%) 147 (6.2%) 2,370 35 山口県 27 (8.6%) 254 (81.2%) 32 (10.2%) 313

12 千葉県 146 (7.2%) 1,775 (87.6%) 106 (5.2%) 2,027 36 徳島県 131 (35.0%) 210 (56.1%) 33 (8.8%) 374

13 東京都 1,190 (9.0%) 11,753 (89.2%) 239 (1.8%) 13,182 37 香川県 12 (8.1%) 125 (83.9%) 12 (8.1%) 149

14 神奈川県 231 (8.4%) 2,462 (89.6%) 54 (2.0%) 2,747 38 愛媛県 28 (9.4%) 240 (80.8%) 29 (9.8%) 297

15 新潟県 275 (29.9%) 583 (63.3%) 63 (6.8%) 921 39 高知県 24 (8.1%) 235 (79.7%) 36 (12.2%) 295

16 富山県 28 (15.6%) 144 (80.4%) 7 (3.9%) 179 40 福岡県 124 (7.8%) 1,397 (87.8%) 70 (4.4%) 1,591

17 石川県 55 (16.9%) 268 (82.2%) 3 (0.9%) 326 41 佐賀県 29 (16.5%) 143 (81.3%) 4 (2.3%) 176

18 福井県 57 (33.7%) 105 (62.1%) 7 (4.1%) 169 42 長崎県 28 (9.4%) 255 (85.9%) 14 (4.7%) 297

19 山梨県 34 (6.8%) 420 (83.8%) 47 (9.4%) 501 43 熊本県 55 (12.1%) 387 (85.2%) 12 (2.6%) 454

20 長野県 59 (9.8%) 480 (80.1%) 60 (10.0%) 599 44 大分県 21 (10.5%) 135 (67.5%) 44 (22.0%) 200

21 岐阜県 56 (7.1%) 714 (90.2%) 22 (2.8%) 792 45 宮崎県 33 (12.5%) 204 (77.0%) 28 (10.6%) 265

22 静岡県 78 (9.0%) 736 (85.2%) 50 (5.8%) 864 46 鹿児島県 39 (6.5%) 506 (84.5%) 54 (9.0%) 599

23 愛知県 247 (7.3%) 2,988 (88.9%) 127 (3.8%) 3,362 47 沖縄県 28 (8.4%) 300 (89.8%) 6 (1.8%) 334

24 三重県 46 (9.0%) 427 (83.9%) 36 (7.1%) 509 5,168 (9.8%) 45,478 (86.0%) 2,228 (4.2%) 52,874

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種
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（教職員課調べ）

④高等学校教諭

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状

平成２５年度教員免許状授与件数
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（教職員課調べ）※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

平成２５年度教員免許状授与件数（高等学校教諭）
授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 256 (11.5%) 1,963 (88.5%) 2,219 25 滋賀県 71 (8.3%) 786 (91.7%) 857

2 青森県 41 (9.0%) 416 (91.0%) 457 26 京都府 385 (9.3%) 3,756 (90.7%) 4,141

3 岩手県 28 (6.4%) 408 (93.6%) 436 27 大阪府 394 (8.0%) 4,533 (92.0%) 4,927

4 宮城県 126 (10.5%) 1,078 (89.5%) 1,204 28 兵庫県 192 (9.2%) 1,892 (90.8%) 2,084

5 秋田県 33 (11.8%) 246 (88.2%) 279 29 奈良県 114 (11.8%) 849 (88.2%) 963

6 山形県 50 (13.6%) 319 (86.4%) 369 30 和歌山県 40 (13.0%) 268 (87.0%) 308

7 福島県 37 (8.4%) 401 (91.6%) 438 31 鳥取県 22 (20.4%) 86 (79.6%) 108

8 茨城県 252 (19.8%) 1,018 (80.2%) 1,270 32 島根県 40 (11.5%) 307 (88.5%) 347

9 栃木県 47 (9.4%) 454 (90.6%) 501 33 岡山県 117 (9.5%) 1,109 (90.5%) 1,226

10 群馬県 59 (6.6%) 835 (93.4%) 894 34 広島県 225 (16.0%) 1,182 (84.0%) 1,407

11 埼玉県 173 (6.2%) 2,630 (93.8%) 2,803 35 山口県 37 (7.6%) 449 (92.4%) 486

12 千葉県 175 (7.2%) 2,240 (92.8%) 2,415 36 徳島県 164 (34.9%) 306 (65.1%) 470

13 東京都 1,418 (8.6%) 15,160 (91.4%) 16,578 37 香川県 15 (8.6%) 159 (91.4%) 174

14 神奈川県 264 (7.8%) 3,109 (92.2%) 3,373 38 愛媛県 43 (11.1%) 344 (88.9%) 387

15 新潟県 332 (30.5%) 755 (69.5%) 1,087 39 高知県 36 (9.8%) 330 (90.2%) 366

16 富山県 51 (22.3%) 178 (77.7%) 229 40 福岡県 180 (8.1%) 2,046 (91.9%) 2,226

17 石川県 87 (17.6%) 408 (82.4%) 495 41 佐賀県 39 (14.9%) 222 (85.1%) 261

18 福井県 74 (24.6%) 227 (75.4%) 301 42 長崎県 52 (11.4%) 403 (88.6%) 455

19 山梨県 57 (10.4%) 489 (89.6%) 546 43 熊本県 79 (11.1%) 630 (88.9%) 709

20 長野県 65 (11.1%) 523 (88.9%) 588 44 大分県 28 (10.9%) 229 (89.1%) 257

21 岐阜県 96 (10.2%) 846 (89.8%) 942 45 宮崎県 32 (11.3%) 252 (88.7%) 284

22 静岡県 88 (9.0%) 893 (91.0%) 981 46 鹿児島県 50 (6.3%) 746 (93.7%) 796

23 愛知県 347 (7.9%) 4,022 (92.1%) 4,369 47 沖縄県 52 (9.5%) 498 (90.5%) 550

24 三重県 62 (11.3%) 486 (88.7%) 548 6,625 (9.9%) 60,486 (90.1%) 67,111合計

都道府県 専修 一種都道府県 専修 一種
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（教職員課調べ）

⑤特別支援学校教諭

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２５年度教員免許状授与件数

88



（教職員課調べ）※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

平成２５年度教員免許状授与件数（特別支援学校教諭）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 2 (0.2%) 381 (45.2%) 459 (54.5%) 842 25 滋賀県 14 (17.9%) 40 (51.3%) 24 (30.8%) 78

2 青森県 2 (2.5%) 52 (65.8%) 25 (31.6%) 79 26 京都府 11 (2.8%) 303 (78.5%) 72 (18.7%) 386

3 岩手県 4 (4.8%) 43 (51.8%) 36 (43.4%) 83 27 大阪府 10 (2.2%) 213 (46.4%) 236 (51.4%) 459

4 宮城県 3 (0.9%) 262 (76.8%) 76 (22.3%) 341 28 兵庫県 11 (2.4%) 223 (47.6%) 234 (50.0%) 468

5 秋田県 6 (10.7%) 30 (53.6%) 20 (35.7%) 56 29 奈良県 14 (15.1%) 53 (57.0%) 26 (28.0%) 93

6 山形県 0 (0.0%) 24 (48.0%) 26 (52.0%) 50 30 和歌山県 4 (5.6%) 43 (59.7%) 25 (34.7%) 72

7 福島県 0 (0.0%) 33 (33.3%) 66 (66.7%) 99 31 鳥取県 4 (5.8%) 20 (29.0%) 45 (65.2%) 69

8 茨城県 31 (10.6%) 85 (29.1%) 176 (60.3%) 292 32 島根県 1 (1.6%) 27 (44.3%) 33 (54.1%) 61

9 栃木県 2 (3.1%) 29 (45.3%) 33 (51.6%) 64 33 岡山県 3 (1.0%) 205 (65.5%) 105 (33.5%) 313

10 群馬県 6 (2.6%) 121 (51.9%) 106 (45.5%) 233 34 広島県 5 (2.0%) 74 (30.0%) 168 (68.0%) 247

11 埼玉県 6 (1.5%) 129 (32.6%) 261 (65.9%) 396 35 山口県 0 (0.0%) 51 (36.7%) 88 (63.3%) 139

12 千葉県 7 (1.5%) 276 (57.7%) 195 (40.8%) 478 36 徳島県 11 (16.7%) 25 (37.9%) 30 (45.5%) 66

13 東京都 16 (2.3%) 314 (45.5%) 360 (52.2%) 690 37 香川県 4 (4.0%) 58 (58.6%) 37 (37.4%) 99

14 神奈川県 8 (2.0%) 148 (36.9%) 245 (61.1%) 401 38 愛媛県 10 (8.5%) 23 (19.7%) 84 (71.8%) 117

15 新潟県 24 (14.8%) 35 (21.6%) 103 (63.6%) 162 39 高知県 0 (0.0%) 24 (42.9%) 32 (57.1%) 56

16 富山県 0 (0.0%) 15 (41.7%) 21 (58.3%) 36 40 福岡県 2 (0.6%) 170 (49.1%) 174 (50.3%) 346

17 石川県 3 (5.2%) 19 (32.8%) 36 (62.1%) 58 41 佐賀県 2 (2.1%) 46 (48.4%) 47 (49.5%) 95

18 福井県 6 (12.2%) 23 (46.9%) 20 (40.8%) 49 42 長崎県 7 (7.4%) 47 (49.5%) 41 (43.2%) 95

19 山梨県 3 (3.7%) 38 (46.3%) 41 (50.0%) 82 43 熊本県 4 (1.8%) 99 (45.2%) 116 (53.0%) 219

20 長野県 2 (0.7%) 111 (39.8%) 166 (59.5%) 279 44 大分県 1 (0.9%) 15 (12.8%) 101 (86.3%) 117

21 岐阜県 4 (3.5%) 26 (22.8%) 84 (73.7%) 114 45 宮崎県 1 (1.0%) 24 (23.8%) 76 (75.2%) 101

22 静岡県 3 (2.5%) 28 (23.0%) 91 (74.6%) 122 46 鹿児島県 2 (1.4%) 60 (40.5%) 86 (58.1%) 148

23 愛知県 2 (0.6%) 250 (69.3%) 109 (30.2%) 361 47 沖縄県 1 (0.6%) 22 (13.8%) 136 (85.5%) 159

24 三重県 1 (0.9%) 35 (32.7%) 71 (66.4%) 107 263 (2.8%) 4,372 (46.1%) 4,842 (51.1%) 9,477

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種
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（教職員課調べ）

⑥中学校教諭教科別

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２５年度教員免許状授与件数
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（教職員課調べ）

⑦高等学校教諭教科別

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状

平成２５年度教員免許状授与件数
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（教職員課調べ）

幼稚園教諭の普通免許状又は中学校教諭の普通
免許状を所有する者が、当該学校に３年以上在職
し、かつ、所定の単位を取得したことによって小学
校教諭の二種免許状を取得した件数
（教育職員免許法 別表第８適用）

⑧教職経験年数を活用した小学校二種免許状

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

中→小二種

幼→小二種

平成２５年度教員免許状授与件数
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（教職員課調べ）

小学校教諭の普通免許状又は高等学校教諭の普
通免許状を所有する者が、当該学校に３年以上在
職し、かつ、所定の単位を取得したことによって中
学校教諭の二種免許状を取得した件数
（教育職員免許法 別表第８適用）

⑨教職経験年数を活用した中学校二種免許状

※平成２５年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

高→中

小→中

平成２５年度教員免許状授与件数
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（教職員課調べ）

①幼稚園教諭の小学校教諭免許状の所有状況

※公立幼稚園の教諭のうち、小学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

平成２２年度隣接校種免許状の所有状況
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（教職員課調べ）

②小学校教教諭の中学校教諭免許状の所有状況

※公立小学校の教諭のうち、中学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

平成２２年度隣接校種免許状の所有状況
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（教職員課調べ）

③中学校教諭の小学校教諭免許状の所有状況

※公立中学校の教諭のうち、小学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

平成２２年度隣接校種免許状の所有状況
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（教職員課調べ）

④中学校教諭の高等学校教諭免許状の所有状況

※公立中学校の教諭のうち、高等学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

平成２２年度隣接校種免許状の所有状況
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（教職員課調べ）

⑤高等学校教諭の中学校教諭免許状の所有状況

※公立高等学校の教諭のうち、中学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

平成２２年度隣接校種免許状の所有状況
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全
国

（教職員課調べ）
学校基本調査
より引用

①小学校特別支援学級担当教諭

※ 公立小学校で特別支援学級を担当する教諭のうち、特別支援学校教諭の免許状を有する者の割合である。
「特別支援学級を担当する教諭」とは、給料の調整額を受けている特別支援学級専任の教諭をいう。

特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の所有状況（平成２６年度）
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②中学校特別支援学級担当教諭

※ 公立中学校で特別支援学級を担当する教諭のうち、特別支援学校教諭の免許状を有する者の割合である。
「特別支援学級を担当する教諭」とは、給料の調整額を受けている特別支援学級専任の教諭をいう。

特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の所有状況（平成２６年度）

（教職員課調べ）
学校基本調査
より引用 100


	Ⅱ 教員養成・免許制度

